
資料１ 

第１回 トラック輸送における取引環境･労働時間改善和歌山協議会 

 

日時：平成２７年８月７日（金）１０時００分～１２時００分 

場所：和歌山県トラック会館 ２階役員会室 

 

○平田首席（事務局） 

注意事項説明、資料の確認 

 

開会挨拶（和歌山労働局 中原労働局長） 

おはようございます。ご紹介いただきました厚生労働省和歌山労働局長の中原でござい

ます。今般、トラック輸送における取引環境・労働時間改善和歌山協議会を開催するに当

たりまして、皆様方には御多忙のところ、御参集いただきありがとうございます。 

この協議会は、取引環境と労働時間という２つの要素がございまして、運輸局と労働局

が共同で事務局を務めさせていただいております。その際、協議会を設置するきっかけと

なりましたのが、私ども厚生労働省が今国会に提出をさせていただいております労働基準

法の改正案に係る議論ということもございまして、代表して開会に当たっての御挨拶をさ

せていただきたいと存じます。 

この協議会の設置に至った経緯を申し上げますと、今回の労働基準法の改正案の中に、

長時間労働を抑制する観点での時間外労働に対する割増賃金の引き上げが盛り込まれてい

るところでございます。ご承知のように、現在、大企業については時間外労働が月六十時

間を超えた場合には五割増の割増賃金となっておるところでございますが、中小企業につ

いては適用が猶予されているところでございます。この猶予措置をどうするかという中央

における議論の過程で、トラック業界の方から、「厳しい経営環境の中で割増賃金の引き上

げは難しいのではないか」あるいは、「割増賃金もさることながら労働時間を短くしたい」

さらに、「業界だけの努力ではなかなか進みがたい」などの御意見があったと伺っておると

ころでございます。このような中で、国土交通省と厚生労働省で、取引環境と労働時間の

２つの要素を含めた協議会を作り、トラック運転者の方の労働時間が短くなるような対策

を進めていこう、そして中央の協議会だけでなく、それぞれの地域でも協議会を作り、地

方の実情を含めて議論を行い、対策の検討に生かして参りたい、ということになった次第

でございます。 

トラック業界では、運転者の確保に大変ご苦労をされておる状況と承知をしております

が、人手不足の背景には、厳しい労働環境を敬遠するという状況もあろうかと思います。

折しも、当和歌山県におきましても、雇用情勢を見ますと、一部に厳しさは残りますもの

の、改善の動きが見られるところでございますし、また新規学卒予定者の就職を巡る環境

を見ましても、大きく改善が進んでいる状況でございます。このような中で一段とこの人

材の確保の点で大きく表面化する可能性があるところでございまして、そのような中でト



 

ラックの運転者が確保できないということになりますと、物流に大きな影響を生じること

ともなりかねず、ひいては経済界全体にとっても非常に影響の大きな問題となって参りま

すので、トラック業界と荷主企業の方々との間の取引環境も整えながら、トラック運転者

の労働時間を抑制することができるような労働環境を整備していくことが重要な課題であ

ると認識をしているところでございます。 

こうした経緯を踏まえまして、この協議会におきましては、トラック業界、関係行政機

関、経済団体、労働団体、さらに荷主企業の方々にも委員としてご参加を賜っているとこ

ろでございます。本日は、何卒皆様方から忌憚のない御意見を頂戴いただきますよう、よ

ろしくお願いを申し上げる次第でございます。開会に当たっての御挨拶とさせていただき

ます。 

 

○平田首席（事務局） 

代理出席者の紹介 

 

議題１について 

・協議会設置要綱（案）について、和歌山運輸支局輸送・監査部門 平田首席より説明。 

 委員の承認を得る。 

・設置要綱に基づき、座長に和歌山大学経済学部教授 辻本勝久氏が選出される。 

 

就任挨拶 辻本座長（和歌山大学経済学部教授） 

ただ今選任いただきました和歌山大学経済学部の辻本と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

まず少しご挨拶させていただきたいと思います。先ほど労働局長さんのお話にもありま

したように、トラック輸送は日本の経済、それから国民の生活にとって非常に重要な役割

を果たしている輸送手段であるわけですけれども、長時間労働の問題を抱えておりまして、

これがドライバーの方の健康上の問題でありますとか、それから人材確保の問題に繋がっ

ていくということでございまして、その解決のためには取引環境ですとか取引慣行、そう

いったところまで踏み込んで議論をしていかないといけないということでございます。そ

の上でこの和歌山県の具体的な解決策を一緒に見い出していく、そういう作業が必要だと

いうことでございます。この課題を単にトラック業界あるいは荷主側のみの問題ではなく

て、国民の生活それから国の経済にとっても非常に重要な課題でないかと考えております

ので、ぜひ皆さんで危機感を共有していただきまして、今後４年間の息の長い作業になる

という風にお聞きしておりますけれども、ぜひ一緒に皆さんの力を合わせて課題解決に向

けて考えて参りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

議事進行については、不慣れなものでいろいろご迷惑をかけるかもしれませんけれども、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 



 

 

・議題２「労働基準法等の一部を改正する法律案について」を和歌山労働局労働基準部監

督課 吉見課長より説明。 

・議題３「協議会のロードマップ、今後の進め方について」を和歌山運輸支局輸送・監査

部門 平田首席より説明。 

 

辻本座長 

それでは、議題２、議題３について一括してご意見を賜りたいと思いますが、何かご質

問ご意見等ございましたらいただきたいと思います。 

 

裏野委員（一般社団法人全日本運輸産業労働組合） 

私の立場からではありますけれども、今回このような場を設定いただいたことについて

労働組合の代表として感謝の言葉を申し上げたいと思います。長時間労働というのは、ご

存じのとおりでありますけれども、過労運転につながりますし、そのことが１つ安全に直

結する問題でもあります。今、物流の９割を担うのがトラック輸送で、今、人材確保に躍

起になっております。全国的なことで申し上げますと、２０２０年には１０万６０００人

程度のドライバーの方が不足をされるというような中で、採用関係も非常に厳しくなって

いるということの中でありまして、特に若手であるとか今トラガールとかいう風に女性の

採用などをやっているところでありますが、なかなか進んでいないことが実態であります。 

労働時間の関係もありますけれども、業界内の非常に複合的な奥の問題を抱えておりま

すので、この場でそのような業界内の問題等も含めて実態のご認識をいただけたらなあと

いう風に思いますし、それからそれぞれのお立場でいろいろな視点から改善に向けてご意

見をいただけましたらありがたいと思います。 

 

・議題４「トラック輸送における長時間労働の実態調査概要について」を和歌山運輸支局

輸送・監査部門 平田首席より説明。 

 

辻本座長 

議題４について、何かご意見ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

木下委員（和歌山県中小企業団体中央会） 

先ほどの労働局さんの説明資料の１８ページ、特定の荷主から頻繁に注文される臨時の

発注業務に対応するため長時間労働になった、それで２で、「監督官による指導の結果、特

定の自動車運転者に仕事が偏らないよう、荷主とも調整の上、配車計画と勤務シフトが見

直され、違反が是正された」というようなお話があったと思うんですけれども、このトラ

ック輸送における長時間労働の実態調査もトラックの現状を把握するために必要だと思う



 

んですけれども、荷主側に対してどんな発注状況をしてるのかという、根本問題を解決し

ようと思えば、荷主の方の調査も併せてして、総合的に長時間労働を無くしていく方向の

方が良いんじゃないかと思いますので、意見を申し上げました。 

 

事務局（和歌山運輸支局輸送・監査部門 平田首席） 

今回の調査内容の中には、例えば発荷主側、着荷主側のようなことも、その内容の項目

的に入っておりますので、全体的な今回の実態調査を通しまして、荷主側での手待ちであ

るとか荷主側での荷役も調査内容の中に入っておりますので、それなりに荷主側の意向も

把握できるのではないかという風には考えております。 

 

辻本座長 

その他、実態調査について何かご意見ご質問ございましたらいただきたいと思いますけ

れども。それでは、他に実態調査についてご意見ご質問ないようでしたら、このような形

で進めさせていただくということでよろしいでしょうか。 

それでは、全体を通して何かご意見がございましたら、今日は初回の会合でもございま

すので、積極的に皆さんからご意見を賜りたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

龍田委員（公益社団法人和歌山県トラック協会） 

なにはともあれ、このような大変我々にとってもありがたい会議だと思います。こうい

うことを開いていただきますことを我々高く望んでいたところですけれども、この件が実

現できたということは、先ほど裏野さんがおっしゃったように、私たちトラックを経営し

ている者にとっても大変ありがたいことだと思いますので、まず感謝申し上げたいと思い

ます。 

実態調査の件で今お話しされておりましたけれども、荷主さん側のことで今中央会さん

がおっしゃってくださいました、荷主さん側のいわゆる書面化問題としての実質的な条件

の契約等々についてきちんとやっていくべき、まずこれを実行していかなければならない。

ところが、実際的にこれは大きな大きな問題がありまして、なかなか実際根が深いし、一

朝一夕で解決する問題だとは思えないんですけれども、荷主さん側の方にもそういう認識

を全く持たない、またそういう事務能力を持ち合わさない荷主さんもいらっしゃいます。

当方トラック協会の中にも同じく三ちゃん農業と同じように家族だけでやっているという

ようなレベルの者もございます。そういうことも踏まえて、それらが一体化してしまって

いるのが、この業界の実質的な状態であろうとするならば、皆様方に息の長いご協力とい

うかお力添えを頂戴しながら我々トラック運送事業者の悩み、一番の悩みが長時間労働で

あることは間違いございませんし、交通安全をそれに連なった問題として深刻に我々受け

止めてますし、これからどうしてもそれをやり遂げていかなければいけないという思いで

いっぱいでございますから、どうぞ皆様方の心底からの業界を思う気持ちを取り上げてい



 

ただけたら大変ありがたいと思いますし、またトラック業界だけの身勝手なことばっかり

を申し上げても国際競争力の問題もございますし、企業としての立場も十分に考えた上で

我々としても対応していきたいと考えておりますので、この会を前向きに、そして業界が

ちょっとでも良くなっていくように皆様方のお力添えを頂戴してこの会議の発展を心より

願うものでございます。 

 

阪本委員（株式会社酒本運送） 

業界の実態、現実的に運送をやっている者でございますけれども、以前も時短の問題で

こういう労働時間を短縮しようという問題が多々あったんですけれども、そのときは大き

なトラックを作って少しでも荷物をたくさん積んで運んで労働時間を短縮しようというこ

とがあったんですけれども、もうすでにその状態が、１０トン車が１４トン車になり、も

う終わってきたということでございます。トレーラにしても１５トンのトレーラが２５ト

ンくらい積んで走れるようになってきたというものが実態でございまして、それ以外に打

つ手が無くなったということですね。先ほどからずっと説明があったとおり、トラック業

界の労働時間を短縮したいんですけれども、なかなかドライバーが寄ってこない、なり手

が少ないというのが実態でございます。平成３０年になるとどうなるのかということが、

業界の中では心配で、そういう心配がいっぱいあります。そのような状態の中でどうした

らこの問題を解決できるんだろうという、そういう今日の会議をいただいて本当に我々と

してはありがたいと思っております。 

いろいろな実態が、これは荷主さんが悪いんじゃなくて、荷主さんから仕事がいただけ

ないと我々の業界も回っていかない。しかし、それに対応するだけの労働力が不足してい

るというのが現状でございますので、そういったことをお伝えして、意見とさせていただ

きます。 

 

野田委員（和歌山県商工会議所連合会） 

和歌山商工会議所は約３５００の小規模の事業者が会員となっておられまして、荷主の

立場であると共にまたトラック事業者の方も会員になっていただいておりますので、両方

の立場からになるわけなんですけれども、その中で１つは、先ほど調査という話が出たん

ですけれども、例えば先ほどおっしゃっていただいておりましたけれども、小規模な事業

者は荷主の立場であったとしても、なかなかこういう調査のものを書いたりというのはか

なり負担になります。ですから、なかなか難しいのではないかと思いながら聞いていたん

ですけれども、トラックの事業者に入っておられる運転手の方にこの調査をするっていう

のも、トラックの運転者の方にすごく負担だと思います。それをやるからには国の方にも

これを生かしてきちっとやっていくんだという風にきちんとやってほしい。トラック運転

者の方にすごく負担だということを肝に銘じておいてほしいと強く思います。 

それと、５割増しの但し書きの部分だけで、これは事業者のトラックの経営者の方、そ



 

れから荷主の方の負担が来るんだと思うんですけれども、それだけで長時間労働、長時間

運転の問題が解決するかということはものすごく疑問だと思っています。国の方もいろい

ろな対策を立てるべきではないのかと思うんですけれども、割増運賃のことだけでやって

いこうというのはちょっとどうかと思いながら両方の立場で聞いておりました。 

 

栗生委員（一般社団法人和歌山経済同友会） 

こういう会議は初めてで現状をあまり知らないので、恥ずかしいことをお聞きするかと

思うんですけれども、和歌山の経済規模、県民総生産からいって、県内のトラックの必要

台数とか、あるいはトラック運転者の人数とか、だいたい運輸局さんで掴んでおられるん

でしょうか。 

タクシーなら例えば和歌山市人口３７万弱に対して何台くらいのタクシーとかいうこと

があらかじめわかっているとは思うんですけれども、和歌山の県民総生産３兆何千億に対

してトラックどのくらいの必要が適正かというような感じのところで、もしわかっていれ

ば。 

 

事務局（近畿運輸局自動車交通部貨物課 後藤課長） 

タクシーについては、準特定地域だと、タクシー活性化法で必要基準車両数を決めてお

りますけれども、トラックにつきましては、平成３年に規制緩和が行われてまして、それ

以前は確かに私ども当時は運輸省ですが、そちらの方で適正車両数を出しておりましたが、

平成３年に規制緩和になりまして、経済規制は取っ払う、安全規制だけという形になりま

したので、和歌山で何台という車両数は基準のレベルは出しておりません。 

 

栗生委員（一般社団法人和歌山経済同友会） 

次に、非常に人が集まりにくいということが先ほどから、前回の会議でもそうでしたん

ですけれども、運転者の健康状態、だいたい今の和歌山のトラック運転手の平均年齢とか、

あるいは労災認定を受けやすいとか、そういう個人的な感情とか、あるいは運転者の年収、

今回５０％を引き上げるということに対して、採用されにくいというのは年収の問題もあ

ると思います。再度個々の会社において調査してみたらどうか。 

それと、最後に、他の業態でもやっている外国人の運転者の雇用について、業界として

今後どう対応するのか、その視点も他の業種いろいろやってますので、和歌山のトラック

業界も外国人運転者を雇用対象にしてはどうかと、そういう考え方も私個人的にはあるか

と思うのですけれども。 

 

龍田委員（公益社団法人和歌山県トラック協会） 

いくつかの質問の中で、我々トラック協会に入っている事業者数は５００ちょっとです。

そして、だいたいトラックの数として９０００台から１万台に近いものと思ってください。



 

ただ、タクシーのように一概に測れる物差しがないというのも１つの事実なんです。と申

しますのは、季節的に出荷を伴うみかんであるとかかきであるとかそういうものがどう左

右してくるか。そういうときは絶対和歌山県だけでは足りないですから、だからよそから

来ているということもございます。また一方では、それだけでは季節的なことだけで生活

していくことはできないということで、県外への輸送も行います。そうなると、これは長

距離の輸送になって参りますので、これを果たして本当に和歌山県の経済の基準に合わせ

た形の中ではめることができるのかというと、ちょっと難しいのではないのかという感じ

がいたします。 

それから労働条件、運転手が来ないのははっきりわかっているんです。「長い」「きつい」

「安い」からです。それだけ覚えててください。「長い」「きつい」「安い」です。だから来

ないんです。だから、実体的に申し上げますと、和歌山県のトラック運送事業者の年収は

４００万円に平均満ちてないと思います。ちょっと足りないかなという感じ。大手の会社

の場合は６００万とかその辺のところまで届いているところもあると思いますし、大型の

トレーラの運転手でかなり長距離もやってると思われる方々で、やっと５００万円かなと

いうような感じ。ざくっと言ってしまいますとそのような感じ。１０トンの運転者で４０

０万届いてるか届いてないかなという感じ。それより下の４トン車、２トン車になってく

ると届かないということになります。だから大卒５年目くらいの人たちの年収で比べてみ

たら、もうすでに下回っている。それで労働時間がすごいんです。だから、具体的に言っ

てみたら、運転手の時間給は１０００円と思ってください。今、７百何十円という最低賃

金の時代に、あんな危ない仕事、あんなきつい仕事をやりながら、時間給はほぼ１０００

円です。それしか出せないんです。だから運転者が集まらないんです。だからそのために

はそれだけの労働環境、労働条件を上げていくために、労働環境を整えていくために、な

んとかこの会議の中でご理解いただきながら、決して我々甘えることなく、真剣に取り組

んでいきたいと思うんです。日本の国の経済のためにもトラックの存在というのはすごく

重たい問題があると我々その責任も感じております。ところがその責任を果たそうとする

ことに難があるんです。なかなかできない。先ほど賃金の話で、６０時間を超えた場合５

０％、それを荷主さんから収受するのでしょうという形で解決できる、そんな簡単なもの

じゃないし、出さない荷主が大方でしょう。たぶん１回目も２回目も。そういう形の中で、

徐々にお助けしていただきながら理解していただけるというのがやっとこさの話であって、

絶対的にまず最初はトラック業者の丸々の負担になってくる。この法律そのものが運送業

者をいじめているという結果にしかならないよというのことです、当初は。そこから荷主

さんがどこまで配慮していただけるかというのがこれからのトラック業界の問題でしょう。 

労働時間の問題もやっぱりお金との関係だと思います。長距離行くのにワンマンではな

くツーマンにできるだけの収受料金がほしいんです。収受料金さえあればツーマンにしま

す。あるいはステーションを設けて運転手のスイッチをやります。そういうことができる

だけの我々には余力がないという現実を皆様方にご理解いただきながら、この会を本当の



 

意味で国のために、また日本の経済のために役立つトラック業界に育ててやっていただき

たいと、導いてやっていただきたいというのが私の思いでございます。 

 

辻本座長 

ありがとうございました。 

栗生委員から、ドライバーの健康状態とか年収の調査をしてはどうかというようなご意

見があったかと思いますが、実態調査の中にそういった項目は入っているんでしょうか。 

 

事務局（近畿運輸局自動車交通部貨物課 後藤課長） 

まず１つは年収なんですけれども、今日付けさせていただいている参考資料の１、和歌

山県のデータではないのですけれども、参考資料の１、トラック業界の現状というところ

で、表の右下を見ていただくと、運送事業者さん、大型と中小型、全産業平均ということ

で、所得額、労働時間、平均年齢というのは出ております。それと、その裏面にはトラッ

クドライバーの年齢構成の推移を付けております。 

それと乗務員の方の健康管理、これは労働安全衛生法では当然健康診断の受診は義務付

けておりますし、私どもも運送事業者への監査にお伺いしたときには、当然健康診断を受

診しているかどうかというのは確認しております。 

ただ、今回のアンケート、今の健康状態とか乗務員の方の年収というところまではアン

ケート調査項目には入っておりません。国の予算及び回収率等々の話があって、先ほどは

荷主にもやってはどうかというご意見もあったんですけれども、荷主側のそういうライン

もなかなか難しいので、なおかつ乗務員さんの負担もありますので、そこは今回トラック

協会の会員事業者様、３名×５０者というお話があったんですけれども、トラック協会の

会員様の事業者様でお願いをしていこうと思っております。荷主さんのデータ等について

は、ドライバーだけではなく事業者さん向けの調査票というのもありますので、そこでど

ういう契約をしているかだとか、荷主個人名を出してもらっても匿名でもいいんですけれ

ども、そういうような調査項目はございます。予算の関係等もございますので、そのあた

りでデータを集めたいと考えております。 

 

栗生委員（一般社団法人和歌山経済同友会） 

外国人の採用は、業界法では規制されているんですか、これは法務省の問題でしょうか。 

 

事務局（近畿運輸局自動車交通部貨物課 後藤課長） 

私ども貨物運送事業法の中では外国人の規制というのはないんですけれども、ただ運転

免許証の問題がありまして、国際免許等々の関係で実際には難しいと聞いておりますが。

あとは入国管理の問題、ビザの問題というのがあって、就労ビザでなおかつ日本で有効な

運転免許証をお持ちであって一定の期間契約ができる。日雇い等は認めてませんので、一



 

定期間契約ができるのであれば可能だとは考えますが、運転免許証のこと、入国管理の関

係はあまり詳しくないので申し訳ございません。 

 

龍田委員（公益社団法人和歌山県トラック協会） 

よくわからないんですけど、内航船の場合でも就労させることはできないでしょう？外

航船は当然乗っていると思いますけれども、内航船には乗っていないと思いますよ。だか

ら国の機密か秘密かそういう問題が絡んでるんじゃないかなと。僕らよくわからないです

けれども、我々は雇い入れることはできないものと思い込んでいるんですが。 

 

中原委員（和歌山労働局長） 

今、どなたかがおっしゃたように、我が国における入国・在留の基準については入管法

に基づく法務省令に規定がございまして、その基本的な考え方としては単純定型的な仕事

については、受け入れについては十分慎重に対処をしていくというのが長らくに渡る我が

国としての基本的な考え方でございまして、その考え方に沿って法務省では組み立てられ

ているものとは承知をしております。 

なお、次回までに本省等にも問い合わせの上、入国・在留関係の資料についてはご用意

させていただきたいと思っております。 

 

児玉委員（和歌山県企画部地域振興局） 

大変熱心な議論がありまして、トラック協会さん初め、日本の経済、和歌山県経済に大

変必要な存在でございます。災害時における緊急対応、数年前の紀伊半島大水害のときに

も大変迅速な対応をしていただきました。また、もう間もなくですけれども、和歌山国体

ということでも、オフィシャルサプライヤーということで大変ご協力いただいておるとこ

ろであります。 

それはさておきまして、議論が大変難しい道を行くんだということを改めて認識をした

ところでありまして、荷主さんと運送業の方々というのはなかなか win win の関係にはな

りにくいということと、また、経営者の側と労働者の側とはなかなか利害が対立しがちで

ある中で、我々、県といたしましては、地方創世ということで相互戦略を立てる中で、ま

ずは働く場所、人口減少に対してどう対応するかという大きな問題の中で、働く場所を作

っていこうということで取り組んでいるところであります。また、移住、定住ということ

も含めまして、和歌山県の人口を一定数確保するということで取り組んでいるところであ

ります。 

いずれにいたしましても、和歌山県の経済が維持発展できるような形で取り組んでいき

たいと思いますので、経済界の皆さんと一緒に力を合わせていきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 



 

小林委員代理（花王株式会社和歌山工場） 

今回いろいろお話を聞いていて、それぞれの立場で大変難しい問題であると十分意識し

ております。弊社も今年から各部門で生産ミックス部門とか、物流部門、購買部門という

ことでは、それぞれ縦での組織ではあったのですけれども、サプライチェーンマネジメン

トといいまして、購買の一部、生産、そして物流のところは１つの組織になって、もう少

しもっと効率的にということろでの運営をやっていこうということでの取り組みを始めて

おります。ですから先ほどおっしゃってくれているようなトラック側では大型化というと

ころでのかなり限界があるという話がありましたけれども、我々の立場でも、さらに効率

を上げてもう少し利益が出るような、お互いに利益が出るようなというところでは今後も

継続して考えていきますので、またそれは皆さんよろしくお願いします。 

あと、１つ、県とかそういうところにもぜひ協力いただきたいのが、先ほどもステーシ

ョンとかいろいろ問題がありましたけれども、やはり個々のドライバーの方の日々のお仕

事をされている環境で、手待ち時間も問題もあるんでしょうけれども、そういうところで

ところどころでリラックスして休憩できるような場所がもう少しあればという、そこはた

ぶん企業の努力というところも大事ですけれども、やはり県とか市のところでの努力も必

要だと思いますので、今、偶然私どもの裏側の中央卸売市場で道の駅を建てるとかという

ことで、すごく前向きな意見をされてますので、そこでぜひ一般のお客さんだけの道の駅

ではなくて、あのエリアというのは工業地帯でドライバーの方が活躍されているエリアで

もございますので、ああいうところをドライバーの方にもう少し憩いの場ができるような

配慮もあるような、そういう憩いの場になっていけばと思いますので、そちらもあわせて

よろしくお願いいたします。 

 

東山委員（株式会社オークワ） 

今、花王さんからも発言がございましたように、弊社の方も例えばチルド関連の店舗配

送を週３回を２回にしようだとかを一部の店舗で実験をしたりとか、ドライ関係等につい

ては、一部の納品を週３回にできないかという物流回数の削減を暗中模索といいますか、

検討段階に入っております。 

荷主側としましても、そういう風な労働力の不足というところについては、トラック業

界だけではなく、小売り側についてもなかなか人員が集まらないというのが今実際起こっ

ております。先ほど申し上げましたチルド関連を週３回を２回にするというのも、店舗の

人員も減ってきて、それに対して商品を品出しする回数についても週３回を２回にしない

と追いつかない状態になりつつあるというのが現実です。それを踏まえまして、配送回数

をいかにしたら減らせられるかというのを検討しております。 

ここで１つ、協議会の目的といいますか、ドライバーに対する労働時間を削減するとい

う方向にもっていく、２つ、今後、国家として将来的にドライバー不足になったときに、

物を運べない状態になったときにどうするかという、この大きく分けて２つがあろうかと



 

思いますけれども、根本的に物流回数を全体的に減らすのか、１回に運べる量をさらに増

やしていくのか、アメリカみたいにモータリゼーションの中で貨物輸送も踏まえてジョイ

ントしながらやっていくのかとか。アメリカでしたら、貨物の中でもダブルレッカーとい

う２層にやっている配送方法もあるので、配送のトラックにもダブルレッカーで２層にし

て、さらに配送を増やしている。そういったときに課題として、道路のアスファルトの耐

荷重の問題があったりとか、全般的に将来この１０年２０年３０年見据えたときに今どう

したらいいのかということを、今近々の課題の解決も必要だとは思いますけれども、将来

を見込んで、我々の子供、孫の世代に対して、日本国家がどういう風にして繁栄できるか

というところまで見据えてやっていかないといけないと思いました。 

 

坂田委員（和歌山県倉庫協会） 

我々は、今日は倉庫協会という立場なんですけれども、運送屋をやっておりまして、業

界の現状とか問題とかそういったところについては、業界の中にある常識というか、皆さ

ん把握している問題なわけですけれども、こういったような中で業界以外の方にも来てい

ただいているというところで、業界の実態とか歴史とかいうところについて、せっかく来

ていただいた委員の皆様にレクチャーを業界としてたくさんしていけば、もう少し事前の

知識も埋まるのではないかとお話を聞いていて思います。長時間労働の実態であるとか勤

続に応じた賃金というのは、全部、資料・統計があると思いますし、台数的にも把握され

ている数値がすでにたくさん出回っていると思いますし、こういった問題について、運送

免許を無視した受注の有無ですとか、要するにご承知の行政監督の方で運営されているも

のではないかと思うんですけれども、一般的にはまだ十分にご理解いただいていないと思

うところもあろうかと思いますので、普段我々のように運送に携わっている者ではない皆

様に具体的に説明をしていく時間を取っていただけると、全体としての深みが出てくるの

ではないか、これからそういった協議会の運営の仕方になろうかと思いますので、良い方

向にいけばと思いますけれども、ぜひそういったレクチャーを行政の方からしていただけ

ると理解が深まるという風に思います。 

 

赤松委員（和歌山名鉄運輸株式会社） 

トラックの実態をもっとしゃべったら、という声もございますので、少しお話をします

と、ちょっと前の話でございますが、先ほど龍田会長が「長い」「きつい」「安い」と言っ

ておりましたけれども、トラック輸送を取り巻く３つの制約というのがございまして、「積

めない」「走れない」「働けない」というものです。これは、「積めない」は当然過積はでき

ないということですから、これはクリアしてます。「走れない」もリミッター入って走れな

い、当然クリアしている。一番きついのは「働けない」なんです。ドライバーなのになぜ

かといったら給料ほしいからなんです。かなり前のことですが、私四国の出身ですけれど

も、四国から大阪にドライバー採用されて、１８歳の僕、４月に入社して夏になるまでに



 

ドライバーは一人前になる、半人前ですが、そのときの給料が３０万あります。お盆に田

舎に帰ると、３０万もらっている人なんかいません、１８歳で。彼らはすぐ大型取って、

トレーラ取って、という時代があったんですが、今はありません。それは労働時間のとこ

ろが一番きついと。それをするのはどうするのとなると、当然のことながら人を採用する

しかない。それが今できない。やろうとしてもできない。何なのと言ったら、やっぱり労

働実態です、先ほど会長がおっしゃった。例えば、A という店で１０名のドライバーいると

すると、１人２０時間労働時間を削減するにはどうすれば良いかというと、１人採用する

だけなんです。所定内１７０時間だとすると、２００時間あるんだったら１人採用したら

１０名分の２０時間は理屈上削減できるので、それをしろと言っても採用できない。これ

については、何が問題かというと、これも載ってますように、手待ちがあったり、手待ち

といっても、これは別にお客様の荷扱いでの手待ちだけですよ、運送会社に帰ってからの

手待ち、ターミナルでの手待ちとか、そういうことがある。もしくは、走行で４時間につ

き３０分休憩しますよね。そのことによる拘束時間が年間３０１６時間を超える、これは

超えないんですけど、今度月々の２９３時間を超えてしまう。このようなことがあります

ので、そういった実態を改善しないといけない。ということで人の採用と、あともう１つ

は世代間のワークシェアリングということです。今、当然各社やっておりますけれども、

６０歳以降の再雇用策、これも７０歳までやらなければいけないかと思っております。そ

ういったことで６５歳以上どうするのとしたときに、やっぱり２人で１人分働くという半

日勤務であったり、そういったことで、６５歳以上の高齢者、２人で１人分を働くと、年

金受給しもってという形の取り組みが、外国人の話も今出ていましたけれども実体的にか

なり難しいんでしょうから、もうそこしかないかと。あと、女性ですね。そういったこと

をこれから取り組むために、この会議でいろいろ勉強させてもらおうと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

辻本座長 

ありがとうございました。 

労働時間の問題の実態についてワークシェアですとか女性の活用による解決のアイデア

を含めてご説明いただいたと思います。 

いかがでしょうか、その他ご意見ございませんでしょうか。もしないようでしたら、そ

ろそろご意見いただく時間を締めさせていただきたいと思います。 

それでは、貴重なご意見ありがとうございました。ぜひこのいただいたご意見を生かし

て今後の協議会を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、

これで私の役目も終了になりましたので、進行を事務局にお返しします。よろしくお願い

いたします。 

 

 



 

閉会挨拶（近畿運輸局 木村自動車交通部次長） 

皆さん、本日は長時間に渡りまして、貴重なご意見、またご議論をいただきまして本当

にありがとうございました。委員の皆様にはそれぞれのお立場がおありであるかと思いま

すけれども、やはり肝心なのは業界と荷主の皆様が一緒になって改善をしていただくとい

うことだと思っております。 

そもそもこの問題の入口といいますのは、長時間労働の解消ということでございますけ

れども、本日のご意見の中にもありましたけれども、根本にありますのはやはりドライバ

ー不足という問題でございまして、加えてトラック運転者の平均年齢というのは、上昇傾

向にありまして、全産業平均と比較いたしましても非常に高齢化が進んでいるという状況

だと思われます。特に、今目立って出てきております３０歳未満の割合が減少をしてきて

いるところでございます。そういったことから、今後将来的にも恐らく運転者の確保に向

けてということはますます深刻になっていきまして、避けて通れない問題になってこよう

という風にも思っているところであります。 

私どもといたしましても、３月には労働局の環境対策検討会というものを立ち上げて、

ただ今取り組んでいるところでございますし、また運輸支局長の方で学校訪問も行うとい

うことをいたしまして、若年労働者確保の後押しとなるような取り組みを行っていこうと

思っているところでございます。 

この協議会といいますのは、先ほどからご案内のとおり、今後４年間に渡って手待ち時

間の問題あるいは付帯作業の問題等に焦点を当てつつ、幅広く皆様から検討を積み重ねて

いただくことが非常に重要だという風に思います。委員の皆様におかれましては、貴重な

時間を頂戴しながらご無理をお願いするということになりますけれども、よろしくご協力

をいただきますようにお願いをいたしまして挨拶とさせていただきます。本日は本当にあ

りがとうございました。 


